
                           ２０１５年３月１７日 
                               安藤晴美 
日本共産党の安藤晴美です。議案に対する一部反対討論を行います。 
議案２８件に反対し４３件に賛成します。 
 
主なる議案の反対理由を述べさせていただきます。 
 
議案第１号 平成２７年度青森県一般会計予算案について 
知事は「青森の元気は経済の元気から。そして雇用の場づくりから」との考えで「攻め

の農林水産業」の推進や戦略的な企業誘致の展開などを述べています。 
青森県の農林水産業を守る上で国の進めるＴＰＰ交渉は断固阻止しなければなりません。

しかし、このＴＰＰ交渉が今重大な局面にさしかかっているにもかかわらず、この点にい

っさい触れないのはどういうことでしょうか。その本気度が疑われます。そして、ＴＰＰ

に対応できる農業をと８割の農地を集約し４割のコストダウンをめざすとする国の方針に

忠実に従い進めてきた「農地中間管理事業」も、２０１４年度の貸借目標面積１１００㌶

の５５．８％にとどまっています。国連が提唱した「家族農業年」に見られるように家族

農業こそが食糧自給率向上に貢献する道であり、農業を続けたいとするすべての農家にこ

そ支援する道が必要です。昨年起きた米価暴落を繰り返させないためにも国が米価に責任

をもつ対策を国に強力に働きかける必要があります。「特Ａ」に認定された「青天の霹靂」

を輝かせるためにも全体の米価の底上げが欠かせません。 
 企業誘致が真に雇用拡大につながり地元に根を下ろした事業展開がなされるよう県は監

視・指導が必要です。しかし、今回表面化したつがる市の誘致企業「つがるコンシェルジ

ュセンター」のように約２億円あまりの補助金で事業を進め、補助金が底をつくと従業員

の給料未払いを生じさせると言うような事態が生まれていることは許されません。未払い

がなくなるよう県としても厳重な対応を求めます。 
 知事も「未だ景気回復を実感できるまでには至っていない状況」と指摘するように青森

県における経済は低迷し続けています。特にアベノミクスによる円安に起因する輸入原材

料、資材の高騰から中小企業の経営は大変です。アベノミクス倒産といえる現象が青森県

でも起き、６年ぶりに倒産件数が増加しています。消費税８％の引き上げや年金の引き下

げ介護保険や生活保護切り下げが庶民の暮らしを直撃しています。国の経済政策を糾さな

ければ県民の生活を真に守ることは出来ません。この上消費税１０％への引き上げなど到

底認めることは出来ません。国に反対の声を上げるべきです。 
 「結婚、妊娠・出産、子育てなどの「子ども」を中心に据えた」「子どもたちの希望を実

現するための環境を整えていくことが、人口減少を克服していく上で不可欠」とする知事

ですが、それではなぜ子どもの医療費無料化中学校卒業までと願う声を無視するのでしょ

うか。全国１０県、県内でも半数の自治体が実現させています。 



少子化対策に寄与しなかったといって３人目からの３歳児以上の保育料軽減策をストッ

プさせたままでよいのでしょうか。こうした姿勢で安心して子どもを産み育てる環境とは

言えません。 
健康長寿県をめざす青森県の要とすべき保健士をも行財政改革の矢面にたたせ容赦なく

減らしていますがこれでよいのでしょうか。 
 
議案第１９号２４号２５号２７号５２号５８号は、教育委員会制度を定める地方教育行

政法が改悪され今年の４月施行に伴うものであることから反対します。首長任命の新教育

長、首長の教育大綱制定権、総合教育会議という３つの新しい仕組みが加わりました。し

かし、教育委員会制度が残り、教育委員の集まりである教育委員会が最高意志決定機関で

ある建前には変更がないものであり、新しい仕組みによって教育委員会の独立性、自主性

が奪われることのないようにすべきです。そして、教育委員会を形骸化せず、住民の悩み

や要求を吸い上げて活動する、住民自治の機関として改革・活性化するよう求めます。 
議案第２６号「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案」は、昨年１０月の

人事委員会勧告に基づいた給与制度の総合的見直しに基づくもので、給料表の水準につい

て平均２％最高号級最大４％引き下げること等が盛り込まれており、今回の改定内容につ

いて教育委員会と青森県教職員組合など４団体との交渉が決裂していること等を踏まえ反

対します。 
 
議案第３０号「青森県情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例案」は、

２０１５年１０月から番号通知が始まる共通番号制度に基づくもので、わが党は「国民一

人ひとりに原則不変の個人番号を付番し、個人情報をこれによって容易に照合できる仕組

みをつくることは、プライバシー侵害やなりすましなどの犯罪を常態化するおそれがある

などの理由で反対しました。今回の審査会にリスク対策として専門員をおいても犯罪の危

険を払拭することは出来ないと考えます。 
以上をもって一部反対討論を終わります。 


